
 

 

 

 

 

みどりの基本計画の改定について 

 

本市のみどりの基本計画は、2010年度に改定されましたが、それ以降、社会情勢が変化して

いることなどから、計画の改定に取り組んでおります。つきましては、計画の素案等について、

報告します。 

 

１ 計画の概要 

みどりの基本計画は、都市緑地法第 4条に規定されたもので、緑地の保全や緑化の推進につ

いて、本市の将来像や、その実現に向けた施策などを定める計画です。 

 

（１）計画期間 2025年度（令和 7年度）～2034年度（令和 16年度）の 10年間  

（２）基本理念 市民みんなでつないでいこう あかしのみどり  

（３）計画目標   

        

 

 

（４）取組の体系  

 

（５）その他  計画の実現にあたっては、市民等との連携や共創による取組が必要となるこ

とから、市民に分かりやすい計画書となるよう、イラストなどを盛り込んでお

ります。 

 

２ 今後のスケジュール 

日程 内容 

2024年度 3月～ パブリックコメント 素案に対する意見募集 

2025年度 

4月 第 5回検討委員会 最終案の検討 

6月 建設企業常任委員会 最終案の報告 

6月 改定・公表 

 

建 設 企 業 常 任 委 員 会 資 料 

2025 年(令和 7 年)3 月 11 日 

都市局都市整備室緑化公園課 

指標 現状値 目標値 

みどりの量の満足度 67.4％ 80.0％ 

みどりの質の満足度 39.4％ 80.0％ 


